
1. 発達障害の早期発見

◆ 市町村の取組実態を把握し、発達障害が疑われる児童の早期発見
に資する有効な措置の実施 【厚生労働省】

（注1）厚生労働省の乳幼児を対象とする研究で、顕著な発達障害の特性を示す層の割合（有病率）
は1.6％（推計）となっているが、調査結果では、1歳6か月児健診で4/23市町村、3歳児健診
で3/24市町村において、これを下回る発見割合（0.2％～1.3％）

◆ 早期発見の重要性の周知徹底、健診時の具体的な取組方法の提示
【文部科学省】

◆ 発達段階に応じた行動観察に当たっての着眼点等を共通化した
標準的なチェックリストの提示 【文部科学省、厚生労働省】

（注2）「小・中学校におけるLD（学習障害）、ADHD（注意欠陥/多動性障害）、高機能自閉症の
児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン（試案）」（平成16年1月文部科学省）

※ 発達障害の発見の遅れは、適切な支援につながらず、結果として、
不登校や暴力行為などの二次障害にも発展するおそれ

主な勧告（調査結果） 主な改善措置状況

○ 乳幼児健診における発達障害が疑われる児童の
早期発見について、市町村の取組事例を収集・整
理し、平成29年度内に好取組事例集を市町村に周
知予定 【厚生労働省】

○ 就学時健診における発見の重要性や具体的な取
組方法について、平成29年度内に就学時の健康診
断マニュアルに明記し、都道府県教育委員会等に
周知予定 【文部科学省】

○ 幼稚園から高校までの日々の行動観察について、
平成29年3月、参考となるチェックリストの例と
活用方法を都道府県教育委員会等に周知

【文部科学省】

保育所における行動観察については、平成29年
度内に標準的なチェックリストであるアセスメン
トツール等の活用方法を都道府県等に周知予定

【厚生労働省】

「発達障害者支援に関する行政評価・監視」の勧告に対する改善措置状況
勧告先：文部科学省、厚生労働省 勧告日：平成29年1月20日 回答日：平成29年12月13日（文部科学省）、12月15日（厚生労働省）

平成29年12月26日

乳幼児健診において、発達障害が疑われる児童の発見割合が極端に
低く、発見漏れの可能性が高い例（注1）あり

・ 一部の学校等では、校内共通のチェックリストを活用(39/116校等)
⇒ 教員等の経験や主観による発見の差を減じる上で効果的との意見あり

・ 国のガイドライン（注2）等は、小・中学生を対象としたもので、児童
生徒の年齢・学年に応じた着眼点等が示されていない状況あり

就学時健診において、早期発見の重要性を十分認識せず、発達障害が
疑われる児童の発見の取組を実施していない例あり（11/31市町村教育
委員会）



◆ 支援計画等の作成対象とすべき児童生徒の考え方の提示
【文部科学省、厚生労働省】

◆ 進学先への情報の引継ぎの重要性とともに、支援計画を始め、
必要な支援内容等が文書により適切に引き継がれるよう具体例を
挙げて周知 【文部科学省、厚生労働省】

※ 適切な引継ぎがなされず、支援が途切れたものの中には、二次
障害に発展するなど対応が困難となった例あり

主な勧告（調査結果） 主な改善措置状況

○ 学校については、画一的な基準によって、作成対象
を限定せず、個々の児童生徒の障害特性や状態等を踏
まえ、教育上の支援が必要な児童生徒に対して作成に
努めるよう、平成29年6月に都道府県教育委員会等に
周知 【文部科学省】

保育所については、個々の子どもの育ちや生活の中
での困難等を理解した上で、必要に応じて指導計画等
を作成する旨を平成29年度内に都道府県等に周知予定

【厚生労働省】

○ 乳幼児健診の結果等の進学先への引継ぎについては、
市町村の好取組事例を平成29年度内に市町村に周知予
定 【厚生労働省】

幼稚園から大学・就労先までの各段階における情報
の引継ぎについては、その具体例と適切な保存・管理
を行った上で引き継ぐことの重要性を明示したガイド
ライン（注）を作成し、平成29年6月に都道府県教育委
員会等に周知 【文部科学省】
（注）「発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備

ガイドライン」（平成29年3月文部科学省）

保育所から小学校への情報の引継ぎについては、具
体的な方法を平成29年度内に都道府県等に周知予定

【厚生労働省】

・ 医師の診断のある児童生徒についてのみ支援計画を作成する
など、支援計画の作成対象を一律の基準で限定している例あり
（19/111校等）。支援計画が作成されていないものの中には、
不登校、休学、退学となった例あり（2事例7人）

・ 一方、支援計画等が作成され、特別支援学校など関係機関に
よる助言や保護者との連携等が図られたことで、状態が改善す
るなど効果的な支援が行われている例あり（30事例）

２．適切な支援と情報の引継ぎ

・ 市町村において、乳幼児健診の結果について、保育所等から
情報提供の依頼があった場合のみ引き継ぐなど、積極的に引き継
ぐ意識が十分でない例あり（15/31市町村）
・ 中学・高校間及び高校・大学間で引継ぎの未実施あり

（20/40校）
・ 口頭のみで引継ぎを行っているため、情報が正確に伝わらな
い、担当者の異動により情報が散逸するおそれがあるなどの
意見あり



◆ 発達障害に係る専門的医療機関の積極的な公表の促進【厚生労働省】

◆ 専門的医療機関の確保のための一層の取組 【厚生労働省】

主な勧告（調査結果） 主な改善措置状況

○ 専門的医療機関の積極的な公表と公表情報に
容易にアクセスできるよう掲載内容の工夫を行
うなどの取組を平成29年5月に都道府県等に要
請 【厚生労働省】

○ 平成30年度概算要求において、発達障害の診
療・支援ができる医師の養成のために必要な研
修等の経費を計上 【厚生労働省】

都道府県等が、専門的医療機関をHPで公表している例がある一方で、
公表に伴いより多くの受診予約が殺到すると業務に支障を来す等の理由
で未公表の例あり（4/22都道府県等）

→ 利用者の適切な受診機会を確保する観点から、積極的に公表して
いく必要あり

3．専門的医療機関の確保

専門的医療機関において、発達障害が疑われる児童生徒の初診待ちが
長期化
・ 初診待機日数：半数以上の医療機関（14/27病院）が3か月以上、

中には最長で約10か月待ちの例あり
・ 初診待機者数：約4割の医療機関（12/27病院）で50人以上、

中には待機者が最大316人の例あり



発達障害者支援に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告に対する改善措置状況 

（1回目のフォローアップ）の概要 
 

 

【調査の実施時期等】 

1 実施時期    平成27年8月～29年1月 

2 対象機関    調 査 対 象 機 関：内閣府、文部科学省、厚生労働省 

関連調査等対象機関：独立行政法人日本学生支援機構、国立大学法人（3）、都道府県（19）、 

都道府県教育委員会（19）、市町村（31）、市町村教育委員会（31）、 

幼稚園（23）、保育所（23）、公立小学校（23）、公立中学校（23）、 

公立高等学校（24）、公立特別支援学校（12）、関係団体等 

 

【勧告日及び勧告先】 平成 29年 1月 20日 文部科学省、厚生労働省 

 

【回 答 年 月 日】 平成 29年 12月 13日 文部科学省、平成 29年 12月 15日 厚生労働省 

 

【調査の背景事情】 

○ 自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）、学習障害（ＬＤ）などの発達障害は、身体、知的及び精神の

各障害者制度の谷間に置かれ、必要な支援が届きにくい状態となっていたが、平成17年4月、発達障害者が乳幼児期から切れ目な

く適切な支援が受けられるよう、国、都道府県及び市町村の責務や求められる取組を定めた発達障害者支援法（平成16年法律第

167号。以下「法」という。）が施行 

○ 法の施行後、発達障害に対する理解や支援の取組が進展したとの評価がある一方、乳幼児期から在学時、成人期までの各ライフ

ステージを通じた継続的な支援に課題（発見の遅れ、進学過程での支援の途切れなど）があるとの指摘あり 

○ また、発達障害者に対する適切な支援が行われない場合、不登校や暴力行為などの二次障害にも発展するおそれも指摘 

○ この行政評価・監視は、以上のような状況を踏まえ、法の施行から約10年を迎えた機会を捉え、発達障害者の心理機能の適正な

発達及び円滑な社会生活の促進を図る観点から、発達障害者への各ライフステージにおける支援の実施状況等を調査し、関係行政

の改善に資するために実施 
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勧告事項 各省が講じた改善措置状況 

1 各ライフステージにおける支援の実施状況 

⑴ 発達障害児の早期発見 

（所見） 

文部科学省及び厚生労働省は、発達障害が疑われる児童生徒の早期

発見を推進する観点から、次の措置を講ずる必要がある。 

① 厚生労働省は、乳幼児健診における発達障害が疑われる児童の発

見のための市町村の取組実態を把握するとともに、発達障害が疑わ

れる児童の早期発見に資するよう、有効な措置を講ずること。 

また、都道府県及び市町村に対し、保育所在籍時における日々の

行動観察に当たっての着眼点や項目を共通化した標準的なチェック

リストを、活用方法と併せて示すこと。 

② 文部科学省は、市町村教育委員会に対し、就学時健診における発

達障害の発見の重要性を改めて周知徹底するとともに、就学時健診

における具体的な取組方法を示すこと。 

また、都道府県教育委員会及び市町村教育委員会に対し、幼稚園

から高等学校までの発達段階における日々の行動観察に当たっての

着眼点や項目を共通化した標準的なチェックリストを、活用方法と

併せて示すこと。 

（説明） 

＜制度概要＞ 

○ 市町村は乳幼児健診P

（注1）
Pを、また、市町村教育委員会は就学時健診

P

（注2）
Pを、それぞれ行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しな

ければならないとされている（法第5条第1項及び第2項） 

（注1）母子保健法（昭和40年法律第141号）第12条及び第13条に規定する健康診査 

（注2）学校保健安全法（昭和33年法律第56号）第11条に規定する就学時の健康診断 

○ 厚生労働省は、乳幼児健診について、Ｍ－ＣＨＡＴやＰＡＲＳP

（注3）
P

といった先進的なアセスメントツールの活用・普及を図っているが、

市町村における活用は低調で、普及は進んでいない（平成26年度厚生

 

 

 

（厚生労働省） 

→① 乳幼児健診において、発達障害の早期発見が効果的に行われるよ

う、平成29年2月に開催した全国児童福祉主管課長会議において、

都道府県に対して、国立精神・神経医療研究センター等が行ってい

る発達障害の早期発見等に関する研修の情報について、管内の市町

村に周知を行うとともに、同研修への積極的な参加を促すよう要請

した。今後は、発達障害が疑われる児童の早期発見について、市町

村の取組事例を収集・整理し、平成29年度内に市町村に対して、好

取組事例集の周知を行う予定である。 

また、平成29年6月、都道府県・指定都市等に対し、標準的なチ

ェックリストであるＭ－ＣＨＡＴやＰＡＲＳといったアセスメント

ツールの保育現場への導入の促進に必要な経費の補助を積極的に活

用するよう周知を行った。 

（「障害のある子どもに対する保育について」（平成29年6月22日付け厚生労働省

雇用均等・児童家庭局保育課事務連絡）） 

 

今後は、保育所において、保育士等が子どもの行動観察を行う際

に、必要に応じて、これらのアセスメントツール等を活用すること

ができるよう、その活用方法と併せて、子ども一人一人の実態を的

確に把握した上で保育を展開していくことの重要性を、平成29年度

内に都道府県・指定都市等に対し周知を行う予定である。 

 

（文部科学省） 

→② 就学時健診については、平成29年度内に、「就学時の健康診断マ

ニュアル」（平成14年3月財団法人日本学校保健会）を改訂し、就
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勧告事項 各省が講じた改善措置状況 

労働省調査） 

（注3）いずれも発達障害が疑われる児童生徒の特徴に関するチェックリストであ

り、該当する項目数で疑いを判断するもので、Ｍ－ＣＨＡＴは生後18か月から

36か月までの児童を対象に23項目（簡易版は10項目）、ＰＡＲＳは3歳以上の

児童等を対象に33又は34項目(簡易版は11又は12項目)をチェックするもの 

○ 文部科学省は、就学時健診に際し、発達障害の早期発見に十分留意

するよう求めているが、具体的な方法は特に示していない 

○ 厚生労働省は、保育所入所後の発達障害の発見の取組方法を特に示

していないが、文部科学省は、小中学校における把握方法をガイドラ

イン等P

（注4）
Pで参考提示 

（注4）「小・中学校におけるＬＤ（学習障害）、ＡＤＨＤ（注意欠陥/多動性障

害）、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン

（試案）」（平成16年1月文部科学省）及び「通常の学級に在籍する発達障害

の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」の質問

項目 

 

＜調査結果＞ 

○ 乳幼児健診において、発達障害が疑われる児童の発見割合が極端に

低く、発見漏れの可能性が高い例あり 

・ 厚生労働省の乳幼児を対象とする研究で、顕著な発達障害の特性を示す層の割合

（有病率）は1.6％（推計）となっているが、1歳6か月児健診で4/23市町村、3歳児

健診で3/24市町村において、これを下回る発見割合（0.2％～1.3％） 

○ 就学時健診において、早期発見の重要性を十分認識せず、また、十

分な時間が確保できないなどを理由に、発達障害が疑われる児童の発

見の取組を実施していない例あり（11/31市町村教育委員会） 

○ 保育所・学校現場においては、保育士、教諭・教員による行動観察

を通じて、発達障害が疑われる児童生徒の発見に取り組んでいるが、

一部の学校等では、校内共通のチェックリストを活用（39/116校等） 

→ 教員等の経験や主観による発見の差を減じる上で効果的であると

の意見あり 

学時健診における発達障害の発見の重要性や具体的な取組方法につ

いて記載する予定である。改訂後は、都道府県・指定都市教育委員

会等に対して通知を発出し、会議等で周知を行うこととしている。 

学校在籍時における日々の行動観察については、平成29年1月

に、都道府県・指定都市教育委員会に対し、特別な教育的支援を必

要とする幼児児童生徒（以下「児童等」という。）の学習上及び生

活上の困難に気付くためのチェックリストの作成状況・活用方法等

に関する調査を実施した。この調査結果を踏まえ、他の教育委員会

の参考となる標準的なチェックリストの例として、愛媛県、徳島県

の各教育委員会が、幼稚園から高等学校までの発達段階における

日々の学習や行動面での着眼点（聞く、話す、計算する、推論す

る、感覚、こだわり、不注意等）、具体的な困難やつまずきなどを

標準化し作成したチェックリストを、その活用方法と併せて、同年

3月、都道府県・指定都市教育委員会等に周知を行った。 

（「特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒に気づくための支援に関する調

査結果について」（平成29年3月31日付け文部科学省初等中等教育局特別支援教育

課事務連絡）） 

 

今後も、都道府県・指定都市教育委員会等におけるチェックリス

トの策定等の参考となるよう、発達障害などの特別な支援を必要と

する児童等の把握のため、教育委員会が作成した有用な標準的なチ

ェックリストの例を活用方法と併せて示すこととしているほか、平

成29年度から実施している「学習上の支援機器等教材活用評価研究

事業」により、児童等が学習活動等を行う際に生じる困難さを把握

するためのシートを30年7月を目途に作成し、活用方法と併せて示

すこととしている。 
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○ 国のガイドライン等は、小・中学生を対象としたもので、児童生徒

の年齢・学年に応じた着眼点や項目が示されていない状況あり（教育

委員会の中には、独自に幼児、高校生向けのチェックリストを作成し

ている例あり） 

 

⇒ 保育所、学校等において、発達障害の発見が遅れ、二次障害が発

現するなど対応が困難となっている例あり（54事例） 

 

⑵ 発達障害児に関する支援計画及び指導計画の作成の推進 

（所見） 

文部科学省及び厚生労働省は、発達障害児に対する適切な支援、指

導が行われるようにする観点から、保育所及び学校において、一律の

基準によって支援計画及び指導計画の作成対象を限定するのではな

く、個々の児童生徒の特性や状態を踏まえ、支援が必要な児童生徒に

対して着実に作成されるよう、作成対象とすべき児童生徒についての

考え方を示すこと。 

（説明） 

＜制度概要＞ 

○ 発達障害児が、その年齢及び能力に応じ、かつその特性を踏まえた

十分な教育を受けられるようにするため、保育所に通所する障害のあ

る児童については、個別の支援計画（以下「支援計画」という。）は

必要のある児童に対し、個別の指導計画（以下「指導計画」とい

う。）は3歳未満の児童は全て、3歳以上の児童は必要に応じ作成する

こととされている 

（「保育所保育指針」（平成20年厚生労働省告示第141号）及び同指針解説書） 

○ また、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校に通う障害のある児童

生徒についても、必要に応じ、指導計画及び支援計画を作成すること

とされている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文部科学省） 

→ 平成29年6月、都道府県・指定都市教育委員会等に対し、幼稚園、

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校（以下

「各学校」という。）において、個別の教育支援計画及び個別の指導

計画を作成するに当たっては、医師の診断がある児童等のみを対象と

したり、通常の学級の児童等については対象としない等、画一的な基

準によって作成対象を限定するのではなく、個々の児童等の障害の特

性や状態等を踏まえ、教育上の支援が必要な児童等に対して作成に努

めるよう周知を行った。 

 （「発達障害者支援に関する行政評価・監視の結果（勧告）に基づく対応について」

（平成29年6月22日付け文部科学省初等中等教育局特別支援教育課、健康教育・食育

課事務連絡）） 

 

なお、個別の教育支援計画及び個別の指導計画に関しては、平成29

年3月に告示した幼稚園教育要領（平成29年文部科学省告示第62

号）、小学校学習指導要領（平成29年文部科学省告示第63号）及び中

学校学習指導要領（平成29年文部科学省告示第64号）において、各学

校は、障害のある児童等について、家庭や地域、また、医療、福祉、
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（「発達障害のある児童生徒等への支援について（通知）」（平成17年4月1日付け文

科初第211号文部科学省初等中等教育局長、高等教育局長、スポーツ・青少年局長連

名通知）及び「特別支援教育の推進について（通知）」（平成19年4月1日付け19文科

初第125号文部科学省初等中等教育局長通知）） 

※ 平成28年の改正発達障害者支援法において、発達障害児に対する一貫した支援を

図る観点から、国及び地方公共団体は、発達障害児が、年齢及び能力に応じ、かつ

その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、必要な措置として、

支援計画の作成及び指導計画の作成を推進することが具体的に明示された（平成28

年8月1日施行） 

 

＜調査結果＞ 

○ 医師の診断のある児童生徒についてのみ支援計画を作成するなど、

支援計画の作成対象を一律の基準で限定している例あり（19/111校

等）。支援計画が作成されていないものの中には、児童生徒が不登

校、休学、退学となった例あり（2事例7人） 

○ 一方、支援計画等が作成され、特別支援学校など関係機関による助

言や保護者との連携等が図られたことで、状態が改善するなど効果的

な支援が行われている例あり（30事例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健、労働等の業務を行う関係機関との連携を図り、長期的な視点で

児童等への教育的支援を行うために、個別の教育支援計画を作成し活

用することに努めるとともに、各教科等の指導に当たって、個々の児

童等の実態を的確に把握し、個別の指導計画を作成し活用することに

努めるものとした。特に、特別支援学級に在籍する児童生徒や通級に

よる指導を受ける児童生徒については、個々の実態を的確に把握し、

個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し、効果的に活用するも

のとした。 

 

（厚生労働省） 

→ 平成29年3月に告示した保育所保育指針（平成29年厚生労働省告示

第117号）において、障害のある子どもの保育について、保育所は、

①障害のある子どもの保育については、一人一人の子どもの発達過程

や障害の状態を把握し、適切な環境の下で、障害のある子どもが他の

子どもとの生活を通して共に成長できるよう、指導計画の中に位置付

けること、②子どもの状況に応じた保育を実施する観点から、家庭や

関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成するなど適切な対

応を図ることとした。そして、同年6月、都道府県・指定都市等に対

し、上記の内容の周知徹底を図った。 

（「障害のある子どもに対する保育について」） 

 

今後は、保育所において、一律の基準によって子どもの指導計画等

の作成対象を限定すべきでないという勧告の趣旨を踏まえ、個々の子

どもの育ちや生活の中での困難等について理解した上で、必要に応じ

て指導計画等を作成する旨を、平成30年4月1日から適用される保育所

保育指針の解説書に記載し、29年度内に都道府県・指定都市等に対

し、説明会等で周知を行う予定である。 
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⑶ 発達障害児に関する情報の共有・引継ぎの推進 

（所見） 

文部科学省及び厚生労働省は、発達障害児に対する一貫した、切れ

目のない支援を推進する観点から、次の措置を講ずる必要がある。 

① 厚生労働省は、市町村に対し、乳幼児健診の結果等の進学先への

引継ぎの重要性を周知し、積極的な引継ぎを促進すること。 

② 文部科学省及び厚生労働省は、保育所・幼稚園から大学・就労先

までの各段階において、発達障害児に対する必要な支援内容等が文

書により適切に引き継がれるよう、都道府県、市町村、都道府県教

育委員会及び市町村教育委員会に対し、具体例を挙げて周知するこ

と。その際、支援計画及び指導計画については、引継ぎまでの適切

な保存・管理を求めるとともに、具体的な引継方法を提示し、確実

に引き継がれるよう徹底を図ること。 

（説明） 

＜制度概要＞ 

○ 文部科学省は、都道府県及び都道府県教育委員会等に対し、①早期

からの一貫した支援のためには、障害のある児童生徒等の成長記録や

指導内容等に関する情報について、本人・保護者の了解を得た上で、

その扱いに留意しつつ、必要に応じて関係機関が共有し活用していく

ことが求められること、②市町村教育委員会は、幼稚園・保育所にお

いて作成された支援計画等を有効に活用しつつ、適宜資料の追加等を

行った上で、障害のある児童生徒等に関する情報を一元化し、当該市

町村における支援計画、相談支援ファイル等として小・中学校等に引

き継ぐなどの取組を進めていくことが適当であることを通知 

（「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について（通知）」（平

成25年10月4日付け25文科初第756号文部科学省初等中等教育局長通知）） 

※ 平成28年の改正発達障害者支援法において、発達障害者への支援の一層の充実を

図るため、国及び地方公共団体は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、関係機関に

おいて発達障害者の支援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講ずるこ

 

 

（厚生労働省） 

→① 乳幼児健診の結果等を進学先へ積極的に引き継いでいる市町村の

好取組事例を収集・整理し、平成29年度内を目途に、市町村に対

し、説明会等で引継ぎの重要性と併せて周知を行う予定である。 

→② 平成29年3月に告示した保育所保育指針において、「子どもに関

する情報共有に関して、保育所に入所している子どもの就学に際

し、市町村の支援の下に、「子どもの育ちを支えるための資料」 P

（注）
P（以下「本資料」という。）が保育所から小学校へ送付される

ようにすること」を明記した。そして、同年6月、都道府県・指定

都市等に対し、上記の内容の周知徹底を図った。 

（「障害のある子どもに対する保育について」） 

（注）発達障害児を含む全ての保育所入所児童について、就学時に保育所から小

学校へ送付することとされている保育所児童保育要録のことであり、保育を

通じた子どもの育ちの記録をまとめたもの。 

 

今後は、保育所から小学校への発達障害児に対する必要な支援内

容等の引継ぎを適切に行うべきという勧告の趣旨を踏まえ、平成29

年度内に、保育所から小学校へ本資料が送付されることで、子ども

に対する必要な支援内容等の情報が適切に共有されるよう、本資料

の取扱方法について、上記保育所保育指針の解説書に記載するほ

か、支援計画等の取扱いについて、その保存・管理や引継ぎの実施

例を踏まえ、検討を行い、都道府県・指定都市等に対し、説明会等

で周知を行う予定である。 

 

（文部科学省） 

→② 個別の教育支援計画及び個別の指導計画の引継方法については、

平成 29 年 3 月に策定した「発達障害を含む障害のある幼児児童生
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とが新たに追加された（平成28年8月1日施行） 

 

＜調査結果＞ 

○ 市町村において、乳幼児健診の結果について、保育所等から情報提

供の依頼があった場合のみ引き継ぐなど、積極的に引き継ぐ意識が十

分でない例あり（15/31市町村） 

○ 保育所・幼稚園から大学・就労先までの情報の引継状況をみると、

中学・高校間及び高校・大学間で引継ぎの未実施あり（20/40校）。

また、支援計画の引継率をみても、中学・高校間及び高校・大学間で

特に低い 

・ 支援計画の引継率：保育所34.8％、幼稚園46.7％、小学校79.1％、 

中学校14.7％、高校6.4％ 

○ 引継ぎは行っているが、口頭のみで引継ぎを行っているため、情報

が正確に伝わらない、担当者の異動により情報が散逸するおそれがあ

るなどの意見あり 

 

⇒ 保育所、学校において、引継ぎが行われなかったことなどから対

応が困難となっているものが13事例あり 

 

2 専門的医療機関の確保状況 

（所見） 

厚生労働省は、発達障害に係る専門的医療機関の確保と発達障害の

早期診断の確保を図る観点から、次の措置を講ずる必要がある。 

① 専門的医療機関の積極的な公表を都道府県等に促すこと。 

② 発達障害が疑われる児童生徒が専門的医療機関を早期に受診でき

るよう、専門的医療機関の確保のための一層の取組を行うこと。 

③ 専門的医療機関の受診までの間の保護者の不安解消を図る取組を

都道府県等に例示して推進すること。 

（説明） 

徒に対する教育支援体制整備ガイドライン」において、幼稚園・保

育所から大学・就労先の各段階における具体例を提示し、適切に引

継ぎが行われるよう示すとともに、校長が学校内における責任者と

して適切な保存・管理を行った上で引き継ぐことが重要であると明

記した。そして、同年 6月、都道府県・指定都市教育委員会等に対

し、上記について周知するとともに、各学校に個別の教育支援計画

及び個別の指導計画を進学先等へ適切に引き継ぐよう努めることや

学校内における個人情報の管理の責任者である校長又は園長が個別

の教育支援計画や個別の指導計画を適切に保存・管理するよう求め

た。 

（「発達障害者支援に関する行政評価・監視の結果（勧告）に基づく対応につい

て」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省） 

→① 発達障害が疑われる児童が適切な診断、支援を受けるためには、

発達障害の疑いのある児童及びその家族が専門的医療機関の情報を

容易に入手できるようにする必要がある。このため、平成29年5月

に、都道府県・指定都市に対し、発達障害の専門的医療機関の積極

的な公表を促すとともに、誰でも容易に情報が入手できるよう、掲

載内容の工夫を行うなどの取組を要請した。 

（「「かかりつけ医等発達障害対応力向上研修」の企画・実施及び発達障害の専
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＜制度概要＞ 

○ 都道府県及び指定都市（以下「都道府県等」という。）は、専門的

に発達障害の診断及び発達支援を行うことができると認める病院又は

診療所を確保しなければならないとされている（法第19条第1項） 

 

＜調査結果＞ 

○ 発達障害の診断等を行うことができる専門的医療機関を確保し、適

切な受診機会を確保する観点から、都道府県等が、当該専門的医療機

関をホームページで公表している例がある一方で、未公表の例あり

（4/22都道府県等） 

・ 未公表の理由は、①公表に伴いより多くの受診予約が殺到すると業務に支障を来

す、②発達障害者支援センターにおいて利用者に案内している 等 

→ 利用者の適切な受診機会を確保する観点から、積極的に公表して

いく必要あり 

○ 専門的医療機関において、発達障害が疑われる児童生徒の初診待ち

が長期化 

・ 初診待機日数：半数以上の医療機関（14/27病院）が3か月以上、中には最長で約

10か月待ちの例あり 

・ 初診待機者数：約4割の医療機関（12/27病院）で50人以上、中には待機者が最大

316人の例あり 

○ 都道府県等の中には、初診待機者の不安解消を図るための取組を実

施している例あり 

・ 医療機関と連携し、小児科の診察優先枠を毎月1日（2ケース）設けている例 

・ 医療機関の受診前に臨床心理士等が親子小集団活動、保護者同士のグループワー

クを実施している例 

 

 

 

 

門的医療機関の公表の促進について（依頼）」（平成29年5月11日付け厚生労働

省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室事務連

絡）） 

 

今後は、平成29年度末における都道府県・指定都市による公表の

実施状況を把握し、未公表の都道府県・指定都市に対しては、引き

続き公表を促していく予定である。 

 

→② 専門的医療機関の確保を図るため、平成30年度概算要求におい

て、新たに「発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業」を創設

し、発達障害の診療・支援ができる医師を養成するために必要な経

費を計上した。 

また、かかりつけ医等でも発達障害の診療を可能とするため、平

成28年度から実施している「かかりつけ医等発達障害対応力向上研

修事業」を未実施の都道府県・指定都市に対し、事業の実施を継続

して促していく予定である。 

 

→③ 発達障害が疑われる児童の保護者の不安解消を図るため、地方公

共団体の取組事例を収集・整理し、平成29年度末を目途に、発達障

害に関する全国会議等において、都道府県・市町村に対し、周知を

行う予定である。 

なお、平成30年度概算要求において、新たに「発達障害児者及び

家族等支援事業」を創設し、都道府県・市町村がペアレントメンタ

ーP

（注）
Pに対する研修の実施、発達障害児を持つ保護者同士の集まる

場の提供等の支援を行うために必要な経費を計上した。 

また、保育所等を訪問し、専門的な観点から助言を行う巡回支援

専門員の質の確保を図るため、平成29年度内に「巡回支援専門員が

行うべき専門的支援手法の普及内容と普及方法に関する調査」を実

施し、巡回支援専門員が助言を行う際の標準的手法を整理し、当該
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勧告事項 各省が講じた改善措置状況 

専門員に対する研修に利用できるテキストを都道府県・市町村に提

供する予定である。 

（注）発達障害児の子育て経験のある保護者 
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